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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１１月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年７月１２日 ０６時５０分ごろ 

発生場所 北海道羽幌
は ぼ ろ

町羽幌港西南西方沖 

 羽幌港西防波堤灯台から真方位２４７°４.３㎞付近 

 （概位 北緯４４°２１.８′ 東経１４１°３８.７′） 

事故調査の経過  平成２６年７月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡し

たため行わなかった。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第五善
ぜん

運
うん

丸、４.９トン 

 ＨＫ３－１０４３０７（漁船登録番号）、個人所有 

 １１.８９ｍ（Lr）×２.９９ｍ×１.０４ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３６８kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６３年

１１月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許登録日 平成８年３月１８日 

  免許証交付日 平成２２年３月１８日 

         （平成２８年３月１７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長） 

 損傷 航海計器、機関等に濡損 

 事故の経過  本船は、船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂが乗り組み、なまこけた網漁

のため羽幌港を出港し、同港西南西方沖の水深約１７～１８ｍの漁場

に至って１回目の操業を開始した。 

 船長は、操舵室後方の右舷側で遠隔操縦装置を操作しながら、船尾

甲板のたつに取った直径約２０mm の合成繊維製の引き綱を船尾から約

３０ｍ繰り出してけた網をえい
．．

航中、けた網が海底の根に引っ掛かっ

て行きあしが止まったので、根掛かりを解くため、左舵３０°を取っ

て機関を前進にかけ、引き綱を左舷船尾方に伸びた状態で緊張させ

た。 

 本船は、引き綱の緊張に伴って左舷側に傾斜したところに、右舷正

横からの波を受け、平成２６年７月１２日０６時５０分ごろ転覆し
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た。 

 甲板員Ａ及び甲板員Ｂは、本船にしがみついていたところを僚船に

救助され、船長は、０８時５５分ごろ来援したダイバーにより船内か

ら発見されたが、搬送先の病院で死亡が確認され、死因は溺水による

窒息と検案された。 

 本船は、台船に積まれて羽幌港へ帰港し、１４時３０分ごろ、陸揚

げされた。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ 

 その他の事項 

 

 本船のなまこけた網漁は、横約３ｍ、高さ約０.３ｍの八尺と呼ば

れる鉄製の枠に長さ約４ｍの袋網を取り付けたけた網を引いて海底の

岩場等に生息するなまこを袋網に取り込むものであった。 

 本船は、けた網の重量が約２００～３００㎏で、投入及び揚収作業

を船首甲板の右舷側で行い、バランスを調整するため左舷側になまこ

を洗う水槽等の重量物を積んでおり、けた網を投入すると左舷側に傾

斜する傾向があった。 

 船長は、１０年以上のなまこ漁の経験を有し、健康状態も良好であ

った。 

 船長は、本年のなまこ漁に使用する目的で、それまでの使用船に比

べて機関出力の大きい本船を中古で購入し、本船で出漁するのは本事

故時が５回目であった。 

 現場調査時、ブリッジ内の時計は０６時５０分で止まっており、リ

モコンの舵角は左舵３０°、クラッチレバーは中立、操縦レバーは微

速力と全速力の目盛りの中央より少し微速力側の位置となっていて、

舵は船首尾線から約３０°左側に取られた状態であった。 

 船長、甲板員Ａ及び甲板員Ｂは、全員が救命胴衣を着用していた。

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

あり 

 本船は、羽幌港西南西方沖において操業中、船長がけた網の根掛か

りを解こうとして、引き綱を左舷船尾方に伸びた状態で緊張させたこ

とから、左舷側に傾斜したところに、右舷正横から波を受けて転覆し

たものと考えられる。 

 本船は、左舷側に水槽等の重量物を積んでいたことから、引き綱が

左舷船尾方に伸びた状態で緊張した際、左舷側への傾斜が船長の予想

以上に増大した可能性があると考えられる。 

 船長の死因は、溺水による窒息であった。 

原因  本事故は、本船が、羽幌港西南西方沖において操業中、船長がけた

網の根掛かりを解こうとして、引き綱を左舷船尾方に伸びた状態で緊



- 3 - 

張させたため、左舷側に傾斜したところに、右舷正横から波を受けて

転覆したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・根掛かりを解くため引き綱を緊張させる場合には、過大な横傾斜

モーメントを生じさせて転覆することがないよう、できるだけ船

首尾方向に引き綱を引くなど、安全な操船を心掛けること。 

 ・操業中は、防水型の携帯電話を携行することが望ましい。 

 


